
議
第
一
号

徳
島
県
こ
ど
も
未
来
応
援
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

右
の
議
案
を
別
紙
の
と
お
り
、
地
方
自
治
法
第
百
十
二
条
及
び
徳
島
県
議
会
会
議
規
則
第
十
四
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
。

令
和
六
年
三
月
八
日

提

出

者

全

議

員

徳
島
県
議
会
議
長

岡

田

理

絵

殿



徳
島
県
こ
ど
も
未
来
応
援
条
例

こ
ど
も
は
、
次
代
を
担
う
未
来
へ
の
希
望
、
か
け
が
え
の
な
い
宝
で
あ
る
。

こ
ど
も
は
、
大
人
の
支
援
を
受
け
な
が
ら
自
立
し
た
個
人
と
し
て
自
己
を
確
立
し
て
い

く
権
利
の
主
体
で
あ
り
、
生
き
る
、
育
つ
、
守
ら
れ
る
、
参
加
す
る
権
利
を
は
じ
め
と
し

た
こ
ど
も
の
権
利
が
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

私
た
ち
は
こ
れ
ま
で
、
こ
ど
も
に
関
す
る
各
般
の
施
策
を
実
施
し
、
様
々
な
取
組
を
着

実
に
前
に
進
め
て
き
た
も
の
の
、
少
子
化
の
進
行
に
は
歯
止
め
が
か
か
ら
ず
、
本
県
の
人

口
は
減
少
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
近
年
、
児
童
虐
待
の
増
加
や
こ
ど
も
の

貧
困
な
ど
、
こ
ど
も
を
取
り
巻
く
環
境
は
深
刻
さ
を
増
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
に
鑑
み
、
今
こ
そ
、
こ
ど
も
に
関
す
る
施
策
を
社
会
の
ま
ん
な
か
に

据
え
て
強
力
に
推
進
し
、
少
子
化
を
食
い
止
め
る
と
と
も
に
、
こ
ど
も
の
最
善
の
利
益
を

第
一
に
考
慮
し
、
こ
ど
も
の
意
見
に
耳
を
傾
け
な
が
ら
、
全
て
の
こ
ど
も
が
未
来
に
夢
や

希
望
を
も
っ
て
、
伸
び
伸
び
と
成
長
で
き
る
環
境
づ
く
り
に
社
会
全
体
で
取
り
組
ん
で
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
う
し
た
認
識
の
も
と
、
子
育
て
支
援
の
充
実
強
化
や
、
そ
の
施
策
を
支
え
る
基
金
等

の
安
定
的
な
財
源
の
確
保
を
図
る
と
と
も
に
、
こ
ど
も
の
健
や
か
な
成
長
の
根
幹
を
な
す

こ
ど
も
の
権
利
の
尊
重
に
取
り
組
み
、
全
て
の
こ
ど
も
が
自
分
ら
し
く
、
安
心
し
て
、
笑

顔
で
生
き
生
き
と
暮
ら
せ
る
社
会
を
実
現
す
る
た
め
、
こ
の
条
例
を
制
定
す
る
。

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
こ
ど
も
の
健
や
か
な
成
長
へ
の
支
援
に
つ
い
て
の
基
本
理
念
及

び
県
が
取
り
組
む
べ
き
施
策
の
基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
全
て
の
こ

ど
も
が
自
分
ら
し
く
、
安
心
し
て
、
笑
顔
で
生
き
生
き
と
暮
ら
せ
る
社
会
の
実
現
に
寄

与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
条
例
に
お
い
て
「
こ
ど
も
」
と
は
、
心
身
の
発
達
過
程
に
あ
る
者
を
い

う
。
た
だ
し
、
こ
ど
も
に
関
す
る
施
策
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
施
策

の
対
象
と
す
る
範
囲
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
基
本
理
念
）

第
三
条

こ
ど
も
の
健
や
か
な
成
長
へ
の
支
援
は
、
児
童
の
権
利
に
関
す
る
条
約
の
精
神

に
の
っ
と
り
、
生
き
る
権
利
、
育
つ
権
利
、
守
ら
れ
る
権
利
及
び
参
加
す
る
権
利
を
は

じ
め
と
し
た
こ
ど
も
の
権
利
（
以
下
「
こ
ど
も
の
権
利
」
と
い
う
。
）
を
尊
重
し
、
こ

ど
も
の
意
見
に
耳
を
傾
け
、
こ
ど
も
の
最
善
の
利
益
を
考
慮
し
、
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２

こ
ど
も
の
健
や
か
な
成
長
へ
の
支
援
は
、
知
事
そ
の
他
の
執
行
機
関
及
び
県
議
会
並

び
に
事
業
者
、
市
町
村
そ
の
他
の
関
係
機
関
が
連
携
す
る
と
と
も
に
、
県
民
が
そ
の
取

組
に
つ
い
て
関
心
や
理
解
を
深
め
る
こ
と
に
よ
り
、
社
会
全
体
で
推
進
さ
れ
な
け
れ
ば



な
ら
な
い
。

（
こ
ど
も
の
意
見
表
明
及
び
社
会
参
加
の
促
進
並
び
に
施
策
の
情
報
提
供
等
）

第
四
条

県
は
、
こ
ど
も
が
社
会
の
一
員
と
し
て
自
分
の
意
見
を
表
明
し
、
年
齢
及
び
成

長
過
程
に
応
じ
社
会
に
参
加
す
る
機
会
を
設
け
、
そ
の
意
見
を
尊
重
す
る
と
と
も
に
、

こ
ど
も
の
主
体
的
な
活
動
を
支
援
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２

県
は
、
こ
ど
も
に
関
す
る
施
策
に
つ
い
て
、
こ
ど
も
自
身
が
理
解
を
深
め
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
、
こ
ど
も
の
視
点
に
立
っ
た
情
報
及
び
学
ぶ
機
会
の
提
供
に
努
め
る
も
の

と
す
る
。

（
こ
ど
も
か
ら
の
相
談
へ
の
対
応
）

第
五
条

県
は
、
こ
ど
も
が
不
安
や
悩
み
を
安
心
し
て
相
談
で
き
る
よ
う
、
関
係
機
関
等

と
連
携
し
、
相
談
体
制
の
強
化
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
こ
ど
も
の
権
利
擁
護
）

第
六
条

県
は
、
こ
ど
も
の
健
や
か
な
成
長
を
支
援
す
る
た
め
、
い
じ
め
、
虐
待
そ
の
他

の
身
体
的
及
び
精
神
的
な
暴
力
の
防
止
と
早
期
発
見
に
努
め
る
と
と
も
に
、
こ
ど
も
が

権
利
侵
害
そ
の
他
の
不
利
益
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
は
、
専
門
的
知
見
に
基
づ
い
て

適
切
か
つ
迅
速
に
救
済
を
図
る
よ
う
最
大
限
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
こ
ど
も
の
居
場
所
づ
く
り
）

第
七
条

県
は
、
こ
ど
も
が
地
域
に
お
い
て
安
全
・
安
心
に
交
流
し
、
自
分
ら
し
く
過
ご

す
こ
と
が
で
き
る
多
様
な
居
場
所
づ
く
り
を
推
進
す
る
も
の
と
す
る
。

（
困
難
な
状
況
の
こ
ど
も
及
び
子
育
て
家
庭
へ
の
支
援
）

第
八
条

県
は
、
こ
ど
も
の
現
在
及
び
将
来
が
そ
の
生
ま
れ
育
っ
た
環
境
に
よ
っ
て
左
右

さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
経
済
的
困
難
を
抱
え
る
こ
ど
も
や
特
別
な
配
慮
を
要
す
る

こ
ど
も
に
対
す
る
学
び
へ
の
支
援
、
生
活
の
安
定
に
資
す
る
支
援
を
は
じ
め
、
こ
ど
も

及
び
子
育
て
家
庭
に
寄
り
添
っ
た
き
め
細
や
か
な
支
援
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
こ
ど
も
の
権
利
の
広
報
、
啓
発
等
及
び
社
会
的
気
運
の
醸
成
）

第
九
条

県
は
、
こ
ど
も
の
権
利
及
び
利
益
の
尊
重
に
関
す
る
理
解
を
深
め
る
た
め
、
広

報
、
啓
発
等
を
推
進
す
る
も
の
と
す
る
。

２

県
は
、
第
三
条
に
規
定
す
る
基
本
理
念
が
地
域
社
会
に
浸
透
し
、
社
会
全
体
で
こ
ど

も
へ
の
支
援
が
推
進
さ
れ
る
よ
う
、
気
運
の
醸
成
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
財
政
上
の
措
置
）

第
十
条

県
は
、
こ
ど
も
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
に
推
進
す
る
た
め
、
必
要
な
財
政
上

の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
条
例
の
施
行
後
お
お
む
ね
四
年
ご
と
に
、
知
事
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
状
況
そ

の
他
こ
ど
も
に
関
す
る
施
策
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
検
証
し
、
県
議
会
に
報
告
す
る
も



の
と
す
る
。

提
案
理
由

こ
ど
も
の
健
や
か
な
成
長
へ
の
支
援
に
つ
い
て
の
基
本
理
念
及
び
県
が
取
り
組
む
べ
き

施
策
の
基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
全
て
の
こ
ど
も
が
自
分
ら
し
く
、
安

心
し
て
、
笑
顔
で
生
き
生
き
と
暮
ら
せ
る
社
会
の
実
現
に
寄
与
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ

が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。



議
第
二
号

徳
島
県
議
会
会
議
規
則
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

右
の
議
案
を
別
紙
の
と
お
り
、
徳
島
県
議
会
会
議
規
則
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
。

令
和
六
年
三
月
八
日

提

出

者

井

川

龍

二

長

池

文

武

福

山

博

史

原

徹

臣

嘉

見

博

之

寺

井

正

邇

重

清

佳

之

北

島

一

人

眞

貝

浩

司

仁

木

啓

人

川
真
田

琢

巳

浪

越

憲

一

徳
島
県
議
会
議
長

岡

田

理

絵

殿



徳
島
県
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

徳
島
県
議
会
会
議
規
則
（
昭
和
五
十
四
年
徳
島
県
議
会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。目

次
中
「
第
百
九
条
」
を
「
第
百
十
条
」
に
、
「
第
百
十
条
―
第
百
十
六
条
」
を
「
第
百
十
一
条
―
第

百
十
七
条
」
に
、
「
第
百
十
七
条
―
第
百
二
十
三
条
」
を
「
第
百
十
八
条
―
第
百
二
十
四
条
」
に
、
「
第

百
二
十
四
条
―
第
百
二
十
七
条
」
を
「
第
百
二
十
五
条
―
第
百
二
十
八
条
」
に
、
「
第
百
二
十
八
条
」
を

「
第
百
二
十
九
条
」
に
、
「
第
百
二
十
九
条
」
を
「
第
百
三
十
条
」
に
、
「
第
百
三
十
条
・
第
百
三
十
一

条
」
を
「
第
百
三
十
一
条
―
第
百
三
十
三
条
」
に
改
め
る
。

第
七
条
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
る
。

第
九
条
第
一
項
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

議
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
会
議
に
宣
告
す
る
こ
と
に
よ
り
、
会
議
時
間
を
繰
り
上

げ
、
又
は
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
出
席
議
員
二
人
以
上
か
ら
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
討

論
を
用
い
な
い
で
、
会
議
に
諮
つ
て
決
め
る
。

第
九
条
中
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
議
長
は
、
会
議
中
で
な
い
場
合
で
あ
つ
て
緊
急
を
要
す
る
と
き
そ
の

他
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
議
員
に
通
知
す
る
こ
と
に
よ
り
、
会
議
時
間
を
繰
り
上
げ
、

又
は
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
条
中
「
か
え
る
」
を
「
代
え
る
」
に
改
め
る
。

第
三
十
一
条
第
三
項
中
「
聞
い
て
」
を
「
聴
い
て
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

投
票
の
効
力
に
係
る
法
第
百
十
八
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
議
長
が

定
め
る
。

第
三
十
七
条
第
一
項
中
「
聞
き
」
を
「
聴
き
」
に
改
め
る
。

第
三
十
八
条
中
「
ま
つ
て
」
を
「
待
つ
て
」
に
改
め
る
。

第
四
十
九
条
第
一
項
、
第
五
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
第
五
十
三
条
第
一
項
中
「
す
べ
て
」
を
「
全

て
」
に
改
め
る
。

第
六
十
六
条
中
「
場
所
」
の
下
に
「
（
徳
島
県
議
会
委
員
会
条
例
（
昭
和
三
十
四
年
徳
島
県
条
例
第
十

二
号
）
第
十
三
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
全
て
の
委
員
が
委
員
会
に
出
席
し
て
い
る
も
の
と
み
な
さ

れ
る
場
合
は
そ
の
旨
）
」
を
加
え
る
。

第
六
十
九
条
中
「
出
席
」
の
下
に
「
（
徳
島
県
議
会
委
員
会
条
例
第
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る

オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
方
法
に
よ
る
発
言
そ
の
他
の
行
為
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
「
聞
く
」
を
「
聴
く
」

に
改
め
る
。

第
八
十
八
条
第
三
項
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
る
。

第
百
三
十
一
条
を
第
百
三
十
三
条
と
し
、
同
条
の
前
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
通
知
等
）

第
百
三
十
一
条

議
会
又
は
議
長
若
し
く
は
委
員
長
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
議
会

等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
行
わ
れ
る
通
知
の
う
ち
こ
の
規
則
の
規
定
に
お
い
て
文
書
そ
の
他
文
字
、

図
形
そ
の
他
の
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
情
報
が
記
載
さ
れ
た
紙
そ
の
他
の
有
体

物
（
次
項
及
び
第
六
項
並
び
に
次
条
に
お
い
て
「
文
書
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
行
う
こ
と
が
規
定
さ

れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
通
知
に
関
す
る
こ
の
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
議
長
が
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
議
長
が
定
め
る
電
子
情
報
処
理
組
織
（
議
会
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入



出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
そ
の
通
知
の
相
手
方
の
使
用
に

係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
同
じ
。
）
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２

議
会
等
が
行
う
通
知
の
う
ち
こ
の
規
則
の
規
定
に
お
い
て
文
書
等
に
よ
り
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て

い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
通
知
に
関
す
る
こ
の
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
議
長
が
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
議
長
が
定
め
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
し
、
当
該
通
知
を
受
け
る
者
が
当
該
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
受
け
る
旨
の

議
長
が
定
め
る
方
式
に
よ
る
表
示
を
す
る
場
合
に
限
る
。

３

前
二
項
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
た
通
知
に
つ
い
て
は
、
当
該
通
知

に
関
す
る
こ
の
規
則
の
規
定
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
当
該
通
知
に
関

す
る
こ
の
規
則
の
規
定
を
適
用
す
る
。

４

第
一
項
又
は
第
二
項
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
た
通
知
は
、
当
該
通

知
を
受
け
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
が
さ
れ
た
時
（
第
二

十
条
（
日
程
の
作
成
及
び
配
布
）
、
第
三
十
九
条
（
委
員
長
及
び
少
数
意
見
の
報
告
）
第
三
項
、
第
六

十
四
条
（
答
弁
書
の
提
出
等
）
第
二
項
、
第
六
十
五
条
（
文
書
に
よ
る
質
問
）
第
四
項
、
第
九
十
一
条

（
請
願
文
書
表
）
第
一
項
（
第
九
十
五
条
（
陳
情
の
処
理
）
の
規
定
に
よ
り
請
願
の
例
に
よ
る
場
合
を

含
む
。
）
及
び
第
百
二
十
六
条
（
会
議
録
の
配
布
）
の
規
定
に
よ
る
議
員
に
対
す
る
通
知
に
あ
つ
て
は

、
当
該
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
が
さ
れ
た
時
又
は
議
会
等
が
、
当
該
通
知
を
受
け
る
者
が
当
該
通
知
を
す

べ
き
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
除
く
。
）
に
よ
る
情
報
処

理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
を
議
長
が
定

め
る
方
法
に
よ
り
表
示
を
し
た
も
の
の
閲
覧
若
し
く
は
当
該
事
項
に
つ
い
て
当
該
者
の
使
用
に
係
る
電

子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
措
置
を
と
る
と
と
も
に
、
当
該

者
に
対
し
、
議
長
が
定
め
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
当
該
措
置
が
と
ら
れ
た
旨
の
通
知
を
発

し
た
時
の
い
ず
れ
か
早
い
時
）
に
当
該
者
に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
。

５

議
会
等
に
対
し
て
行
わ
れ
、
又
は
議
会
等
が
行
う
通
知
の
う
ち
当
該
通
知
に
関
す
る
こ
の
規
則
の
規

定
に
お
い
て
署
名
し
、
若
し
く
は
連
署
し
、
又
は
記
名
押
印
す
る
こ
と
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
署

名
等
」
と
い
う
。
）
が
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
を
第
一
項
又
は
第
二
項
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用

す
る
方
法
に
よ
り
行
う
場
合
に
は
、
当
該
署
名
等
に
つ
い
て
は
、
当
該
署
名
等
に
関
す
る
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
氏
名
又
は
名
称
を
明
ら
か
に
す
る
措
置
で
あ
つ
て
議
長
が
定
め
る
も
の
を
も
つ
て
代
え
る
こ

と
が
で
き
る
。

６

議
会
等
に
対
し
て
通
知
を
行
い
、
又
は
議
会
等
か
ら
通
知
を
受
け
る
者
に
つ
い
て
対
面
に
よ
り
本
人

確
認
を
す
る
べ
き
事
情
が
あ
る
場
合
、
議
会
等
に
対
し
て
行
わ
れ
、
又
は
議
会
等
が
行
う
通
知
に
係
る

文
書
等
の
う
ち
に
そ
の
原
本
を
確
認
し
、
又
は
交
付
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
が
あ
る
場
合
そ
の
他
の
当

該
通
知
の
う
ち
に
第
一
項
又
は
第
二
項
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が

困
難
又
は
著
し
く
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
部
分
が
あ
る
場
合
と
し
て
議
長
が
定
め
る
場
合
に
は
、
議
長

が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
通
知
の
う
ち
当
該
部
分
以
外
の
部
分
に
つ
き
、
前
各
項
の
規
定
を
適

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
項
中
「
行
わ
れ
た
通
知
」
と
あ
る
の
は
、
「
行
わ
れ
た
通
知
（

第
六
項
の
規
定
に
よ
り
前
二
項
の
規
定
を
適
用
す
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
か
ら
第
五
項
ま
で
に

お
い
て
同
じ
。
）
」
と
す
る
。



（
電
磁
的
記
録
に
よ
る
作
成
等
）

第
百
三
十
二
条

こ
の
規
則
の
規
定
（
第
二
十
八
条
（
投
票
用
紙
の
配
布
及
び
投
票
箱
の
点
検
）
第
一
項

（
第
八
十
五
条
（
選
挙
規
定
の
準
用
）
に
お
い
て
準
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
を
除
く
。
）
に
お
い

て
議
会
等
が
文
書
等
を
作
成
し
、
又
は
保
存
す
る
こ
と
（
次
項
に
お
い
て
「
作
成
等
」
と
い
う
。
）
が

規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
議
長
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

当
該
文
書
等
に
係
る
電
磁
的
記
録
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
電
磁
的
記
録
に
よ
り
行
わ
れ
た
作
成
等
に
つ
い
て
は
、
当
該
作
成
等
に
関
す
る
こ
の
規
則
の

規
定
に
よ
り
文
書
等
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
当
該
作
成
等
に
関
す
る
こ
の
規
則
の
規
定

を
適
用
す
る
。

第
百
三
十
条
を
削
り
、
第
十
七
章
中
第
百
二
十
九
条
を
第
百
三
十
条
と
し
、
第
十
六
章
中
第
百
二
十
八

条
を
第
百
二
十
九
条
と
し
、
第
十
五
章
中
第
百
二
十
七
条
を
第
百
二
十
八
条
と
し
、
第
百
二
十
四
条
か
ら

第
百
二
十
六
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十
四
章
中
第
百
二
十
三
条
を
第
百
二
十
四
条
と
し
、
第

百
十
七
条
か
ら
第
百
二
十
二
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十
三
章
中
第
百
十
六
条
を
第
百
十
七
条

と
し
、
第
百
十
三
条
か
ら
第
百
十
五
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
下
げ
る
。

第
百
十
二
条
中
「
外
と
う
、
襟
巻
、
つ
え
」
を
「
コ
ー
ト
、
マ
フ
ラ
ー
」
に
改
め
、
同
条
た
だ
し
書
中

「
議
長
の
許
可
を
受
け
た
と
き
」
を
「
会
議
へ
の
出
席
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
物
で
あ
つ
て
議
長
に
あ
ら

か
じ
め
届
け
出
た
も
の
に
つ
い
て
」
に
改
め
、
同
条
を
第
百
十
三
条
と
し
、
第
百
十
一
条
を
第
百
十
二
条

と
し
、
第
百
十
条
を
第
百
十
一
条
と
し
、
第
十
二
章
中
第
百
九
条
を
第
百
十
条
と
し
、
第
百
八
条
の
次
に

次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
資
格
決
定
の
通
知
）

第
百
九
条

法
第
百
二
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
十
八
条
第
六
項
の
規
定
に
よ

る
通
知
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
議
長
が
定
め
る
。

別
表
中
「
第
百
二
十
八
条
」
を
「
第
百
二
十
九
条
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



議
第
三
号

徳
島
県
議
会
委
員
会
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

右
の
議
案
を
別
紙
の
と
お
り
、
地
方
自
治
法
第
百
十
二
条
及
び
徳
島
県
議
会
会
議
規
則
第
十
四
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
。

令
和
六
年
三
月
八
日

提

出

者

井

川

龍

二

長

池

文

武

福

山

博

史

原

徹

臣

嘉

見

博

之

寺

井

正

邇

重

清

佳

之

北

島

一

人

眞

貝

浩

司

仁

木

啓

人

川
真
田

琢

巳

浪

越

憲

一

徳
島
県
議
会
議
長

岡

田

理

絵

殿



徳
島
県
議
会
委
員
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

徳
島
県
議
会
委
員
会
条
例
（
昭
和
三
十
四
年
徳
島
県
条
例
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

二
条
第
一
号
中
「
政
策
創
造
部
、
経
営
戦
略
部
、
未
来
創
生
文
化
部
、
監
察
局
」
を
「
知
事
直
轄
組

織
、
企
画
総
務
部
、
生
活
環
境
部
」
に
改
め
、
「
公
安
委
員
会
」
の
下
に
「
、
労
働
委
員
会
」
を
加
え
、

同
条
第
二
号
中
「
商
工
労
働
観
光
部
」
を
「
観
光
ス
ポ
ー
ツ
文
化
部
、
経
済
産
業
部
」
に
改
め
、
「
、
労

働
委
員
会
」
を
削
り
、
同
条
第
三
号
中
「
保
健
福
祉
部
」
を
「
こ
ど
も
未
来
部
、
保
健
福
祉
部
」
に
改
め

、
同
条
第
四
号
中
「
危
機
管
理
環
境
部
」
を
「
危
機
管
理
部
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
五
項
中
「
場
所
」
の
下
に
「
（
第
十
三
条
の
二
（
出
席
の
特
例
）
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
全
て
の
後
任
者
が
互
選
を
行
う
会
議
に
出
席
し
て
い
る
も
の
と
み
な
さ
れ

る
場
合
は
そ
の
旨
）
」
を
加
え
、
「
決
め
る
」
を
「
定
め
る
」
に
改
め
る
。

第
八
条
第
一
項
中
「
場
所
を
決
め
て
」
を
「
場
所
（
第
十
三
条
の
二
（
出
席
の
特
例
）
第
二
項
（
同
条

第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
全
て
の
委
員
が
委
員
会
に
出
席
し
て
い
る

も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
は
そ
の
旨
。
第
二
十
二
条
（
公
聴
会
開
催
の
手
続
）
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。

）
を
定
め
て
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
出
席
の
特
例
）

第
十
三
条
の
二

委
員
長
は
、
委
員
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と

認
め
る
と
き
は
、
映
像
と
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相
互
に
認
識
し
な
が
ら
通
話
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
方
法
（
次
項
に
お
い
て
「
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
方
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
つ
て
、
当
該

委
員
に
発
言
そ
の
他
の
行
為
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

大
規
模
な
災
害
の
発
生
、
感
染
症
の
ま
ん
延
そ
の
他
の
委
員
個
人
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
事
由
に
よ
り
委
員
会
を
招
集
し
よ
う
と
す
る
場
所
に
参
集
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合

二

育
児
、
介
護
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
委
員
会
を
招
集
し
よ
う
と
す
る
場
所
に
参
集

す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
方
法
に
よ
つ
て
発
言
そ
の
他
の
行
為
を
す
る
委
員
は
、
こ

の
条
例
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
委
員
会
に
出
席
し
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。

３

前
二
項
の
規
定
は
、
第
七
条
（
委
員
長
及
び
副
委
員
長
）
第
四
項
又
は
第
八
条
（
委
員
長
及
び
副
委

員
長
が
と
も
に
な
い
と
き
の
互
選
）
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
互
選
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
二
十
一
条
第
一
項
中
「
お
い
て
」
の
下
に
「
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）

」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
終
る
」
を
「
終
わ
る
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
第
二
項
中
「
聞
こ
う
」
を
「
聴
こ
う
」
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
は
、
委
員
長
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

委
員
長
が
定
め
る
電
子
情
報
処
理
組
織
（
委
員
会
又
は
委
員
長
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力

装
置
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
そ
の
通
知
の
相
手
方
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機

と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
第
二
十
七
条
（
代
理
人
又
は
文
書
等

に
よ
る
意
見
の
陳
述
）
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
四
条
第
一
項
中
「
聞
こ
う
」
を
「
聴
こ
う
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
か
た
よ
ら
な
い
」
を

「
偏
ら
な
い
」
に
改
め
る
。



第
二
十
五
条
第
二
項
中
「
聞
こ
う
」
を
「
聴
こ
う
」
に
、
「
こ
え
て
」
を
「
超
え
て
」
に
改
め
、
同
条

第
三
項
中
「
こ
え
」
を
「
超
え
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
の
見
出
し
中
「
文
書
」
を
「
文
書
等
」
に
改
め
、
同
条
中
「
文
書
で
」
を
「
文
書
若
し
く

は
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
」
に
、
「
提
出
す
る
」
を
「
提
示
す
る
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
の
二
第
二
項
中
「
聞
こ
う
」
を
「
聴
こ
う
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
文
書
」
を
「
文

書
等
」
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
第
二
項
中
「
前
記
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
作
成
は
、
議
長
が
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
当
該
記
録
に
係
る
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は

認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用

に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
規
定
に

よ
る
署
名
又
は
押
印
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
氏
名
又
は
名
称
を
明
ら
か
に
す
る

措
置
で
あ
つ
て
議
長
が
定
め
る
も
の
を
も
つ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
徳
島
県
議
会
委
員
会
条
例
（
以
下
「
旧
条
例
」
と
い
う
。
）

に
規
定
す
る
総
務
委
員
会
、
経
済
委
員
会
、
文
教
厚
生
委
員
会
及
び
県
土
整
備
委
員
会
の
委
員
長
、
副

委
員
長
及
び
委
員
で
あ
る
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
改
正
後
の
徳
島
県
議
会
委
員
会
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」

と
い
う
。
）
に
規
定
す
る
総
務
委
員
会
、
経
済
委
員
会
、
文
教
厚
生
委
員
会
及
び
県
土
整
備
委
員
会
の

委
員
長
、
副
委
員
長
及
び
委
員
と
な
る
も
の
と
す
る
。

３

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
旧
条
例
に
規
定
す
る
常
任
委
員
会
に
付
議
さ
れ
て
い
る
請
願
そ
の
他
の

事
件
は
、
新
条
例
の
規
定
に
よ
り
当
該
事
件
を
所
管
す
る
こ
と
と
な
る
常
任
委
員
会
に
付
議
さ
れ
た
も

の
と
み
な
す
。

提
案
理
由

徳
島
県
部
等
設
置
条
例
の
一
部
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
常
任
委
員
会
の
所
管
に
つ
い
て
所
要
の

改
正
を
行
う
と
と
も
に
、
地
方
自
治
法
の
一
部
が
改
正
さ
れ
、
議
会
に
係
る
手
続
を
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
り

行
う
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
た
こ
と
等
に
伴
い
、
所
要
の
改
正
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
条

例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。



議第４号

マイナ保険証への円滑な移行を求める意見書

上記の議案を別紙のとおり徳島県議会会議規則第１４条第１項の規定により提

出する。

令和６年３月８日

提 出 者 嘉 見 博 之 寺 井 正 邇

井 川 龍 二 眞 貝 浩 司

重 清 佳 之 北 島 一 人

原 徹 臣 福 山 博 史

須 見 一 仁 岡 田 理 絵

岡 本 富 治 井 村 保 裕

大 塚 明 廣 木 下 賢 功

井 下 泰 憲 山 西 国 朗

古 野 司 平 山 尚 道

立 川 了 大 元 木 章 生

浪 越 憲 一 川真田 琢 巳

岸 本 淳 志 沢 本 勝 彦

近 藤 諭 古 川 広 志

梶 原 一 哉 岡 佑 樹

坂 口 誠 治 扶 川 敦

岡 田 晋 曽 根 大 志

徳島県議会議長 岡 田 理 絵 殿



マイナ保険証への円滑な移行を求める意見書

いわゆる「マイナ保険証」については、行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律及び医療保険各法の一部改正法等により、令

和６年１２月２日に現在の紙の健康保険証が廃止され、マイナンバーカードと一

体化されることとなっている。

これまでの紙の保険証にかわってマイナ保険証を利用することにより、医師や

薬剤師から本人の情報に基づいた総合的な診断や、重複する投薬を回避した適切

な処方を受けられること、窓口で限度額以上の支払いが不要となること、さらに

は引っ越しや就職・転職の後も、そのまま健康保険証として使えることなど、様

々なメリットを享受できる。

また、電子カルテや電子処方箋の更なる普及など、「医療ＤＸ」推進に大きく

寄与することが期待されている。

一方で、マイナ保険証をめぐっては、誤った紐付けや、本人の同意なく利用登

録されるなど全国でトラブルが報告され、政府に設置された「マイナンバー情報

総点検本部」において、総点検が実施されたところである。

マイナ保険証が期待されるメリットを発揮していくためには、何よりもマイナ

保険証に対する国民の不安払拭と信頼性の確保が不可欠である。また、マイナ保

険証を持たない国民への対応などにおいて、医療現場での混乱を最小限に抑える

ことが求められる。

そこで、国に対し、１２月２日の紙の保険証廃止とマイナ保険証への移行に向

け、現場で働く医療従事者の声を聞きながら丁寧に移行作業を進めることを強く

要望する。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

令和 年 月 日

議 長 名

提 出 先

衆 議 院 議 長

参 議 院 議 長

内 閣 総 理 大 臣

デ ジ タ ル 大 臣

総 務 大 臣

財 務 大 臣

厚 生 労 働 大 臣

内 閣 官 房 長 官

協力要望先

県選出国会議員


